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教科書調査研究資料について（答申） 
 
 
 

「令和３～４年度使用特別支援教育教科書調査研究資料（学校教育法附則第９条第１項の

規定による教科書（一般図書））」は、調査研究資料として適切であると認められるため、

東京都教育委員会は、教科書の採択に当たり、これを活用するとともに、他の採択権者に対

しても、これが十分に活用されるよう指導、助言又は援助を行うこと。 




